
太田市特定空家等判定委員会設置要綱 

（設置） 

第１条 空家等対策の推進に関する特別措置法（平成２６年法律第１２７号。以下「法」

という。）及び太田市空家等対策の推進に関する条例（平成２７年太田市条例第５２号）

に基づく措置その他の空家等対策について、庁内関係各課が連携して対応するため、太

田市特定空家等判定委員会（以下「委員会」という。）を置く。 

（所掌事務） 

第２条 委員会は、次に掲げる事項について審議し、協議会に報告するものとする。 

⑴ 法第２条第２項に規定する特定空家等の判定に関すること。 

⑵ 空家等対策に係る各課等の事業・制度の情報共有、実施調整等に関すること。 

⑶ 法第１４条１項から第９項までに規定する特定空家等に対する措置の内容に関する

こと。 

（組織） 

第３条 委員会は、別表に定める委員長、副委員長及び委員により構成する。 

２ 委員長に事故があるときは、副委員長がその職務を代理する。 

（会議） 

第４条 委員会の会議は、委員長が招集し、委員長がその議長となる。 

２ 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。 

３ 委員は、会議に出席できないときは、その所属する部署の別の職員を代理として会議

に出席させることができる。 

４ 会議の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、委員長の決

するところによる。 

（意見の聴取） 

第５条 委員会は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求め、その

説明又は意見を聴くことができる。 

（庶務） 

第６条 委員会の庶務は、都市政策部まちづくり推進課において処理する。 

（その他） 

第７条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員

会に諮って定める。 

附 則 

この要綱は、平成２８年４月１日から施行する。 



附 則 

この要綱は、平成２９年９月２６日から施行する。 

附 則 

この要綱は、令和２年１０月１日から施行する。 

附 則 

この要綱は、令和３年１２月１日から施行する。 

附 則 

この要綱は、令和４年４月１日から施行する。 

別表（第３条関係） 

１ 委員長 都市政策部長 

２ 副委員長 都市政策部副部長 

３ 委員 危機管理室長 

４ 委員 資産税課長 

５ 委員 環境対策課長 

６ 委員 農業政策課長 

７ 委員 都市計画課長 

８ 委員 建築指導課長 

９ 委員 道路整備課長 

１０ 委員 道路保全課長 

１１ 委員 消防本部予防課長 

１２ 委員 まちづくり推進課長 

 


